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電波監理審議会について 
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                      （高橋課長補佐、北村係長） 

                      電話：０３－５２５３－５８２９ 
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諮問第３１号説明資料 
 
 

207.5MHz以上 222MHz以下の周波数を使用する特定
基地局の開設計画の認定について 

 
 
 
１ 諮問の内容 

地上テレビジョン放送の完全デジタル化に伴い利用可能となる周波数を用いて実現を

図る携帯端末向けマルチメディア放送に係る、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）第 27

条の 13 に規定する特定基地局の開設計画のうち、207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数を

使用するものの認定について、諮問するもの。 

 
 

２ 概要 

  総務省では、平成 22年４月 14日に電波監理審議会からの答申を得て、同年４月 23日

に「207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針」（総

務省告示第 173号。以下「開設指針」という。）を制定した。 

  開設指針に基づき、平成 22 年５月６日から同年６月７日までの間、207.5MHz 以上

222MHz 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する計画の認定の申請を受け付け

たところ、株式会社マルチメディア放送及びメディアフロージャパン企画株式会社の二

者から申請があったもの。 



申請者
株式会社マルチメディア放送

（代表取締役社長 石川 昌行）

メディアフロージャパン企画株式会社
（代表取締役社長 増田 和彦）

出資者

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（株）フジテレビジョン・（株）ニッポン放送
伊藤忠商事（株）
スカパーＪＳＡＴ（株）

他

ＫＤＤＩ（株）
Qualcomm Inc.

採用する
技術方式

ISDB-Tmm方式
（セグメント連結伝送方式）

MediaFLO方式
（選択帯域伝送方式）

 ５月６日（木）～６月７日（月）までの間、207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用
する特定基地局の開設計画に係る認定の申請を受付。
 これに対し、以下の２者から申請があった。

申請の受付

申請者概要

申請者の概要について

※情報はいずれも申請時点のもの
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開設指針別表第二等に規定する要件を満たしているか審査

開設指針に定める要件審査及び比較審査の流れ

要件審査

当該申請者の
開設計画を認定

要件を満たす者が１者 要件を満たす者が２者以上

開設指針別表第三の基準への適合の度合いについて審査

比較審査

適合の度合いが
最も高い１者

その他の者

認定を拒否
当該申請者の
開設計画を認定
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開設指針 別表第二（開設計画の認定の要件）

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

１ 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項
㈠ 第三項第一号から第三号までの要件*1を満たし、広範な地域において本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の
受信を可能とするための合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。

㈡ 第三項第四号の要件*2を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有していること。

２ 受信設備の普及に関する事項
当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国において国民に普及させるための合理的かつ具体的な

計画を有していること。

３ 受託放送役務の提供に関する事項
受託放送役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものになると見込まれることその他委託放送業務の円滑な運営

のための取組に関する合理的かつ具体的な計画を有していること。

４ 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎を有していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。
㈤ 関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。
㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制を整備すること。

二 混信等の防止

１ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための技術の導入について合理的かつ具体的な
計画を有していること。

２ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策を適切に講ずるための合理的かつ具
体的な計画を有していること。

三 電波の能率的な利用の確保

第四項に掲げる要件*3を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための合理的かつ具体的な計画を有していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、放送の普及及び健全な発達に寄与すること。

*3 ＳＦＮを導入すること（同一の放送番組を同一周波数の電波で送信すること）

*2 全国において、当該特定基地局により行われる放送があまねく受信できるように努めること

*1 5年以内に全国の世帯カバー率を90％以上とすること等
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開設指針 別表第三（開設計画の認定の比較審査基準）

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性

１ 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項
より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための当該特

定基地局の整備計画を有していること。

２ 受信設備の普及に関する事項
当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国において国民に普及させるための計画の内容がよ

り充実していること。

３ 受託放送役務の提供に関する事項
委託放送業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がより充実していること。

４ 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項
㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充実していること。
㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的に運営するために必要な財務的基礎がより充実

していること。
㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実していること。
㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実していること。
㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う体制がより充実していること。

二 混信等の防止

１ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するためのより優れた技術を導入することとして
いること。

２ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策がより充実していること。

三 電波の能率的な利用の確保

電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。

四 その他

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、放送の普及及び健全な発達により寄与すること。
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（開設計画の認定）

第二十七条の十三

１～３ 略

４ 総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号の
いずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものと
する。

＜参考＞電波法第二十七条の十三（抜粋）

一 その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。

二 その開設計画が確実に実施される見込みがあること。

三 開設計画に係る通信系又は放送系に含まれるすべての特定基地局について、
周波数の割当てが可能であること。
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○ 二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する

指針（平成二十二年総務省告示第百七十三号） 

 

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第二十七条の十二第一項の規定に基づ

き、二〇七・五㎒以上二二二㎒以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する

指針を次のように定める。 

 

平成二十二年四月二十三日 

総務大臣 原口 一博 

 

一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 

本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則（昭和二十五年電

波監理委員会規則第十八号）第四章第二節の八の二に規定する技術基準に係る無

線設備を使用して受託国内放送（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二

条第一号の三に規定する受託国内放送をいう。以下同じ。）を行う放送局のうち、

次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 

二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特

定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項 

１ 当該特定基地局に使用させることとする周波数は、二〇七・五㎒以上二二二

㎒以下の周波数とする。 

２ 当該特定基地局に係る前号に規定する周波数の使用区域は、全国とする。 

３ 当該特定基地局に係る第一号に規定する周波数の使用は、平成二十三年七月

二十五日以降に限る。 

三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項 

１ 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から三年以内

に、全国の世帯カバー率（全国の世帯数（平成十七年の国勢調査の結果による

世帯数とする。以下同じ。）のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の世帯

数の割合をいう。以下同じ。）が百分の五十以上になるように当該特定基地局を

配置し、開設しなければならない。 

２ 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内

に、全国の世帯カバー率が百分の九十以上になり、かつ、総合通信局（沖縄総

合通信事務所を含む。以下この号において同じ。）の管轄区域ごとの世帯カバー

率（一の総合通信局の管轄区域内の世帯数のうちに占める当該特定基地局の放

送区域内の世帯数の割合をいう。以下同じ。）がすべて百分の七十以上になるよ

うに当該特定基地局を配置し、開設しなければならない。 

３ 当該特定基地局を配置し、開設する者は、開設計画の認定の日から五年以内

に、次に掲げる要件を満たすように当該特定基地局を配置し、開設しなければ

ならない。 

㈠ 全国の駅カバー率（北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、

東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及

び九州旅客鉄道株式会社がそれぞれ平成二十二年三月末日現在において定め

る旅客営業規則において幹線として規定する路線の駅並びに小田急電鉄株式

会社、近畿日本鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京阪

電気鉄道株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、西武鉄道株

式会社、東京急行電鉄株式会社、東武鉄道株式会社、名古屋鉄道株式会社、

南海電気鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社及び阪神電
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気鉄道株式会社がそれぞれ運行する鉄道及び軌道の路線の駅（以下この号に

おいて「鉄道駅」と総称する。）の総数のうちに占める当該特定基地局の放送

区域内の鉄道駅の数の割合をいう。以下同じ。）が百分の七十以上になり、か

つ、総合通信局の管轄区域ごとの駅カバー率（一の総合通信局の管轄区域内

の鉄道駅の総数のうちに占める当該特定基地局の放送区域内の鉄道駅の数の

割合をいう。以下同じ。）がすべて百分の五十以上になること。 

㈡ 全国の道路施設カバー率（高速自動車国道（道路法（昭和二十七年法律第

百八十号）第三条第一号の高速自動車国道をいう。）のサービスエリア及びパ

ーキングエリア（道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第七条

第十一号又は高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第十一条第

二号に定める施設をいう。以下同じ。）の総数のうちに占める当該特定基地局

の放送区域内のサービスエリア及びパーキングエリアの数の割合をいう。以

下同じ。）が百分の五十以上になること。 

４ 当該特定基地局を配置し、開設する者は、全国において、当該特定基地局に

より行われる放送があまねく受信できるように努めるものとする。 

四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術

の導入に関する事項 

当該特定基地局を配置し、開設する者は、当該特定基地局のすべてにおいて、

同一の送信の方式により同一の放送番組を同一周波数の電波で送信しなければな

らない。 

五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項 

１ 当該特定基地局は、次に掲げる場合に開設されるものとする。 

㈠ 第二項第一号に規定する周波数のみを使用する当該特定基地局を開設す 

る場合 

㈡ 第二項第一号に規定する周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せ 

て使用する当該特定基地局を開設する場合 

㈢ 既に開設している無線局について第二項第一号に規定する周波数の追加 

又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受ける場合 

２ 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わな 

ければならない。 

㈠ 申請することができる周波数の帯域幅は、十四・五㎒とする。 

㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び

無線局免許手続規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号）第二十五

条の四に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計

画に記載しなければならない。 

３ 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲

げる事項を含め、電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満たし

ている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合は

それぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のう

ち当該基準への適合の度合いが最も高い一の申請に対してするものとする。な

お、電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出され

た開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に

扱い審査を行う。 

㈠ 申請者が、本開設指針に係る二以上の開設計画の認定の申請を行っていな

いこと。 

㈡ 申請者が、本開設指針に係る他の開設計画の認定の申請を行っている法人
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又は団体の役員（組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当す

る者を含む。以下同じ。）ではないこと。 

㈢ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、その役員が本開設指針に係

る他の開設計画の認定の申請を行っていないこと。 

㈣ 申請者が法人又は団体である場合にあっては、申請者が議決権の三分の一

以上を保有する者（一の者が議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の

三分の一以上を保有する者を当該一の者が議決権の三分の一以上を保有する

者と順次みなした場合に申請者が議決権の三分の一以上を保有する者に該当

することとなる者を含む。）、申請者の議決権の三分の一以上を保有する者（一

の者の議決権の三分の一以上を保有する者の議決権の三分の一以上を保有す

る者を当該一の者の議決権の三分の一以上を保有する者と順次みなした場合

に申請者の議決権の三分の一以上を保有する者に該当することとなる者を含

む。）及び申請者の議決権の三分の一以上を保有する者が議決権の三分の一以

上を保有する者（申請者を除く。）が、本開設指針に係る他の開設計画の認定

の申請を行っていないこと。 

４ 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者は、毎年度の四半期ごとに、当

該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗の状況を示す書類を総務大臣に提出

しなければならない。 

 

別表第一 開設計画に記載すべき事項 

一 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項 

１ 全国及び各総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。）の管轄区域内における、

毎年度ごとの当該特定基地局の開設数並びにそれぞれの設置場所及び空中線電

力並びに全国の世帯カバー率及び総合通信局の管轄区域ごとの世帯カバー率、

全国の駅カバー率及び総合通信局の管轄区域ごとの駅カバー率並びに全国の道

路施設カバー率に関する今後の計画 

２ 第三項第四号に関する事項 

二 受信設備の普及に関する事項 

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国に

おいて国民に普及させるための取組の実績及び今後の計画 

三 受託放送役務（放送法第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務をいう。

以下同じ。）の提供に関する事項 

１ 次に掲げる事項の設定に関する今後の計画 

㈠ 受託放送役務の料金 

㈡ 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除に関する事項 

㈢ 受託放送役務の提供の停止に関する事項 

㈣ 受託放送事業者（放送法第二条第三号の四に規定する受託放送事業者をい

う。）及び委託放送事業者（放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業

者をいう。以下同じ。）の責任に関する事項 

㈤ 委託放送事業者に課する義務に関する事項 

２ 委託放送業務（放送法第二条第三号の五に規定する委託放送業務をいう。以

下同じ。）の円滑な運営のための取組に関する実績及び今後の計画 

四 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項 

１ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力に関する事

項 

㈠ 当該特定基地局の無線設備、中継回線その他の必要な電気通信設備（電気



4 
 

通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第二号に規定する電気通

信設備をいう。以下同じ。）の確保に関する実績及び今後の計画 

㈡ 当該特定基地局の設置場所の確保に関する実績及び今後の計画 

㈢ 当該特定基地局の開設に関する地域住民の合意形成に向けた取組の実績 

及び今後の計画 

㈣ 有線テレビジョン放送（有線テレビジョン放送法（昭和四十七年法律第百

十四号）第二条第一項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。）

の受信に障害を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該障害の防止又は解

消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並

びに当該障害を防止し、又は解消するための方法その他の有線テレビジョン

放送の受信に与える障害の防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画 

㈤ 受信電波を増幅する機器その他の地上デジタル放送（人工衛星の無線局以

外の無線局により行われるテレビジョン放送（デジタル放送に限る。）をいう。

以下この号において同じ。）の受信設備に作用することにより発生する地上デ

ジタル放送の受信障害（以下「ブースター障害等」という。）を与えるおそれ

のある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用

の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブース

ター障害等を防止し、又は解消するための方法その他のブースター障害等の

防止又は解消に関する取組の実績及び今後の計画 

㈥ 当該特定基地局の円滑な整備のための工事業者その他の業者との協力体 

制の確保に関する実績及び今後の計画 

２ 財務的基礎に関する事項 

㈠ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における収益の見 

通し及びその根拠 

㈡ 業務開始の日から五年後の日を含む年度までの毎年度における費用の見 

通し及びその根拠 

㈢ 開設計画に基づく事業に必要な資金の確保（出資、借入れ、リース等）に

関する計画 

㈣ 申請者及び申請者に対する主な出資者の財務諸表（財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号）第一条第

一項に規定する財務諸表をいう。）その他の ㈢の計画に従って必要な資金を確

保することができることを証する書類 

３ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力に関する事項 

㈠ 申請者が設置しようとする無線設備に関する技術的な検討、実験、標準化

の活動等の実績 

㈡ 電気通信設備の設置、運用及び保守管理のために必要な技術要員の確保に

関する実績及び今後の計画 

４ 法令遵守その他の業務執行体制の整備に関する事項 

㈠ 法令遵守のための体制の整備に関する実績及び今後の計画（法令遵守に係

る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。） 

㈡ 個人情報保護のための体制の整備に関する実績及び今後の計画（個人情報

保護に係る社内規程等がある場合は、別紙により添付すること。） 

五 混信等の防止に関する事項 

無線設備へのフィルタの追加、サイトエンジニアリングの実施等による干渉の

改善の計画 

六 電波の能率的な利用の確保に関する事項 
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当該特定基地局のすべてにおいて、同一の送信の方式により同一の放送番組を

同一周波数の電波で送信するための計画その他の電波の能率的な利用を確保する

ための計画 

七 その他 

一から六までに定めるもののほか、本開設指針に定められた事項に関する申請

者のこれまでの取組の実績及び今後の計画 

 

別表第二 開設計画の認定の要件 

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

１ 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項 

㈠ 第三項第一号から第三号までの要件を満たし、広範な地域において本開設

指針の対象とする特定基地局により行われる放送の受信を可能とするための

合理的かつ具体的な当該特定基地局の整備計画を有していること。 

㈡ 第三項第四号の要件を満たす旨の当該特定基地局の整備計画を有している

こと。 

２ 受信設備の普及に関する事項 

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全国

において国民に普及させるための合理的かつ具体的な計画を有していること。 

３ 受託放送役務の提供に関する事項 

受託放送役務の料金その他の提供条件の設定が法令に照らし適正なものにな

ると見込まれることその他委託放送業務の円滑な運営のための取組に関する合

理的かつ具体的な計画を有していること。 

４ 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項 

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力を有してい

ること。 

㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的

に運営するために必要な財務的基礎を有していること。 

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力を有している

こと。 

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制を整備すること。 

㈤  関係法令の規定に基づき無線従事者を適切に配置すること。 

㈥ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行

う体制を整備すること。 

二 混信等の防止 

１ 既設の無線局（予備免許を受けているものを含む。）若しくは電波法第五十 

六条第一項に規定する指定を受けている受信設備（以下「既設の無線局等」と

いう。）の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための技

術の導入について合理的かつ具体的な計画を有していること。 

２ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止 

するための対策を適切に講ずるための合理的かつ具体的な計画を有しているこ

と。 

三 電波の能率的な利用の確保 

第四項に掲げる要件を満たすことその他電波の能率的な利用を確保するための

合理的かつ具体的な計画を有していること。 

四 その他 

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、
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放送の普及及び健全な発達に寄与すること。 

 

別表第三 開設計画の認定の比較審査基準 

一 開設計画の適切性及び計画実施の確実性 

１ 本開設指針の対象とする特定基地局の整備計画に関する事項 

より広範な地域においてより早期に本開設指針の対象とする特定基地局に 

より行われる放送の受信を可能とするための当該特定基地局の整備計画を有し

ていること。 

２ 受信設備の普及に関する事項 

当該特定基地局により行われる放送を受信することのできる受信設備を全 

国において国民に普及させるための計画の内容がより充実していること。 

３ 受託放送役務の提供に関する事項 

委託放送業務の円滑な運営のための取組に関する計画の内容がより充実して 

いること。 

４ 開設計画の実施に関する能力及び体制に関する事項 

㈠ 開設計画に従って円滑に当該特定基地局を整備するための能力がより充 

実していること。 

㈡ 当該特定基地局の運用による受託国内放送を確実に開始し、かつ、継続的

に運営するために必要な財務的基礎がより充実していること。 

㈢ 電気通信設備の設置及び運用を円滑に行うための技術的能力がより充実 

していること。 

㈣ 電気通信設備の保守及び管理体制並びに障害時の対応体制がより充実し 

ていること。 

㈤ 電波法、放送法その他の関係法令を遵守して適切な方法により業務を行う

体制がより充実していること。 

二 混信等の防止 

１ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止 

するためのより優れた技術を導入することとしていること。 

２ 既設の無線局等の運用又は電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止 

するための対策がより充実していること。 

三 電波の能率的な利用の確保 

電波の能率的な利用を確保するための計画の内容がより充実していること。 

四 その他 

一から三までのほか、当該特定基地局を開設して受託国内放送を行うことが、

放送の普及及び健全な発達により寄与すること。 
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